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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第85期
第３四半期
連結累計期間

第86期
第３四半期
連結累計期間

第85期

会計期間
自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日

自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日

自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日

売上高 (千円) 6,128,117 6,712,287 8,317,981

経常利益 (千円) 60,819 403,405 216,608

四半期(当期)純利益 (千円) 17,181 384,489 160,215

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 116,228 167,162 329,576

純資産額 (千円) 4,963,552 5,343,304 5,176,465

総資産額 (千円) 12,825,516 13,318,790 13,288,665

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 0.58 12.88 5.37

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 38.7 40.1 39.0

　

回次
第85期
第３四半期
連結会計期間

第86期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日

自  平成23年10月１日
至  平成23年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 3.34 5.51

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第85期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」(企

業会計基準第25号  平成22年６月30日)を適用し、遡及処理しております。

４．第85期第３四半期連結累計期間、第86期第３四半期連結累計期間及び第85期の潜在株式調整後１株当たり四

半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

　

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事

業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもので

あります。

　
(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による停滞を脱し回復基調に

ありましたが、円高の進行や、震災の復興需要に力強さが見られない中で、タイの洪水被害により再度サ

プライチェーンが混乱し生産活動に悪影響を与えるなど、先行きは依然として不透明な状況が継続して

おります。

当社グループにおきましては、国内向け販売は微増に留まりましたが、海外向け販売は堅調に推移し、

当第３四半期連結累計期間の売上高は前年同四半期比9.5％増の6,712百万円となりました。このうち、国

内向けは前年同四半期比2.6％増の4,384百万円、海外向けは前年同四半期比25.6％増の2,327百万円であ

ります。連結売上高に占める輸出の割合は34.7％となり、前年同四半期から4.5ポイント上昇いたしまし

た。

製品別では、焼肌チップが前年同期比0.3％減の1,345百万円、切削工具が前年同期比16.5％増の4,217

百万円、耐摩耗工具が前年同期比1.6％減の1,135百万円となりました。

　収益面では、収益構造改革の推進により前期後半より収益性は大幅に改善しており、当第３四半期連結

累計期間の経営成績は、営業利益が前年同四半期比275.8％増の459百万円、経常利益が前年同四半期比

563.3％増の403百万円、四半期純利益が前年同四半期比2,137.8％増の384百万円となりました。

　

(2) 財政状態の分析

(資産)

　資産は前連結会計年度末に比べ30百万円増加し13,318百万円となりました。このうち流動資産は407百

万円の増加、固定資産は377百万円の減少でありました。

　流動資産の変動の主な要因は、受取手形及び売掛金が153百万円、たな卸資産が436百万円増加したこと

に対し、現金及び預金が197百万円減少したことであります。

　固定資産のうち、有形固定資産は36百万円減少しました。変動の主な要因は、減価償却費の計上366百万

円、設備投資の実施482百万円であります。投資その他の資産は341百万円減少しました。変動の主な要因
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は、投資有価証券の評価額が株価の下落を受け354百万円減少したことであります。

　
(負債)

負債は前連結会計年度末に比べ136百万円減少し、7,975百万円となりました。このうち流動負債は254

百万円の減少、固定負債は117百万円の増加でありました。

　流動負債の変動の主な要因は、支払手形及び買掛金が323百万円増加したことに対し、短期借入金が724

百万円減少したことであります。

　固定負債の変動の主な要因は、長期借入金が268百万円増加したことに対し、長期繰延税金負債が154百

万円減少したことであります。

　
(純資産)

純資産は前連結会計年度末に比べ166百万円増加し5,343百万円となりました。株主資本は、四半期純利

益が384百万円であったこと等により5,289百万円となりました。また、株式の時価評価等により、その他

の包括利益累計額は217百万円減少し53百万円となりました。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありませ

ん。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内

容等(会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項)は次のとおりです。

　
１ 基本方針の内容

　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の事業特性並びに株主をはじめとする

国内外の顧客・社員・取引先等の各ステークホルダーとの間に築かれた関係や当社の企業価値の本源を

十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保し、継続的若しくは持続的に向

上させる者であることが必要と考えております。

　また、当社は、当社株式に対する大規模な買付行為が行われた際に、これに応じられるかどうかは、最終

的には株主の皆様の自由な意思と判断によるべきものであると考えておりますが、一方では、大規模な買

付行為の中には、その目的等から見て当社の企業価値ひいては株主共同の利益に明白な侵害をもたらす

もの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、当社の取締役会が代替案を提案するための

必要な情報や時間を与えることなく行われるもの、当社と当社のステークホルダーとの関係を損ねるお

それのあるもの等、企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも想定されます。

　当社では、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するような大規模な買付行為を行

う者は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。

　

２ 基本方針の実現に資する取組み

①基本方針の実現に資する特別な取組み

(ⅰ)企業価値向上の取組み

　当社は、1938年に創業以来、超硬合金・超硬工具の専業メーカーとして、「独創性豊かな技術開発で世界

に貢献する」ことを経営理念に掲げ、新技術・新製品の創造による成長の持続を目指しております。

　また、当社は、素材の開発から一貫した製品づくりを行い、国内外の幅広い需要家に提供していく中で、

時代に即した事業体制の構築を進め、中期経営目標においても「高付加価値製品の開発による企業収益

の向上」「海外売上高比率の向上」「スピードとチャレンジ」「社会的責任の達成と社会貢献」を掲

げ、将来に向けて企業価値の向上に取り組んでおります。

　さらに、当社は、継続して社会から信頼され、企業倫理に則した公正な事業活動を推進していくために、

取締役をはじめ全従業員に対する行動の基本方針としての行動規範及び行動規準を遵守し、内部統制シ
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ステムを整備してコンプライアンス重視の経営体制を進めております。

　このような取組みを通じて、当社は、社会的責任を果たすべく透明性・健全性の高い効率的な経営活動

を実現し、株主をはじめとする各ステークホルダーに最大限に配慮しながら、継続的、安定的に収益を確

保し、企業価値を高めることが経営の最重要課題と考えております。

　
(ⅱ)コーポレートガバナンスの充実への取組み

　当社は、６名からなる取締役会を最高の意思決定及び監督機関とし、取締役に４名の業務役員を加えた

経営会議を構成し、業績の月次進捗状況等、経営全般にわたり情報の共有化を図り、迅速な意思決定と効

率的な事業運営を図っております。

　また、当社は監査役制度を採用しており、社外監査役２名を含む４名の監査役は監査役会を構成し、各監

査役の情報の共有化を図るとともに、取締役会、経営会議のほか重要な会議に出席し、取締役の業務執行

を厳重に監視するとともに、各事業部門についても業務監査を実施し、厳正な監視を行っております。

　さらに、当社は、経営理念を実現し事業活動を展開することにより、社会へ貢献し、その社会的責任を果

たすことを目指してまいりましたが、経営環境が大きく変化していく中で今後も社会から信頼され、企業

倫理に則した公正な事業活動を推進し、内部統制システムを整備していくことが必要であり、重要である

と考えております。

　そのため、取締役をはじめ全従業員に対する行動の基本方針として、行動規範及び行動規準を定めて遵

守に努めているほか、取締役相互の業務執行の監督等による法令違反行為の未然防止等、コンプライアン

ス重視の経営体制を進めております。

　
②基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止す

るための取組み

当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させ、上記基本方針を実現するため、平成20年

６月27日開催の第82回定時株主総会において株主の皆様のご承認を得て、「当社株式の大規模買付行為

に関する対応策」（買収防衛策）（以下、「本プラン」 といいます。）を導入しております。

　本プランでは、当社株式に対し20％以上の大規模買付行為（市場取引、公開買付等の具体的な買付方法

の如何を問いませんが、あらかじめ当社取締役会が同意したものを除きます。）を行おうとする者（以

下、「大規模買付者」といいます。）が大規模買付行為実施前に遵守すべき、大規模買付行為に関する合

理的なルール（以下、「大規模買付ルール」といいます。）を定めております。

　大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報

や、当社取締役会の意見を提供し、更には当社株主の皆様が当社取締役会の代替案の提示を受ける機会を

確保することを目的としております。当社取締役会は、大規模買付者に対し、大規模買付行為に関する必

要かつ十分な情報を当社取締役会に提供することを要請し、当該情報の提供完了後、大規模買付行為の評

価検討のための期間を設定し、当社取締役会としての意見形成や必要に応じ代替案の策定を行い、公表す

ることとします。

　従いまして、大規模買付行為は、取締役会の評価検討の期間の経過後にのみ開始されるものとします。大

規模買付者が、大規模買付ルールを遵守した場合は、当社取締役会は、当該大規模買付行為が、当社の企業

価値ひいては株主共同の利益を著しく毀損することが明白と判断される場合を除き、対抗措置をとりま

せん。

　ただし、大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守しなかった場合、遵守しても大規模買付行為が当社に

回復し難い損害をもたらす等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場

合には、当社取締役会は、当社企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、対抗措置をと

ることがあります。なお、対抗措置の中には例えば既存の株主に対する新株予約権の無償割当等の措置を

含んでおります。

　このように、対抗措置をとる場合には、その判断の合理性及び公正性を担保するために、当社取締役会

は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。

　本プランは、平成23年６月29日開催の当社定時株主総会において株主の皆様にご承認を賜り継続してお

り、その有効期限は平成26年６月までに終了する事業年度のうち最終のものに関する当社定時株主総会

終結時までとなっております。
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３　具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

①基本方針の実現に資する特別な取組み

　上記２①に記載した企業価値向上への取組みやコーポレートガバナンスの充実への取組みは、当社の企

業価値・株主共同の利益を継続的、安定的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、

当社の基本方針に沿うものです。

　
②基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止す

るための取組み

本プランは、大規模買付行為が行われる際に、株主の皆様が判断し、あるいは取締役会が代替案を提案

するために必要十分な情報や時間を確保する等、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確

保するための取組みであり基本方針に沿うものであります。

　また、①買収防衛策に関する指針において定める三原則を完全に充足していること及び経済産業省に設

置された企業価値研究会が平成20年６月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防

衛策の在り方」の内容も踏まえたものとなっていること②当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確

保・向上の目的をもって継続されていること③株主の合理的意思に依拠したものであること④独立性の

高い社外者の判断の重視⑤合理的な客観的発動要件の設定していること⑥デッドハンド型買収防衛策や

スローハンド型買収防衛策ではないこと等、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に合致し、

当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

　

(4) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は288百万円であります。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成23年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年２月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 29,929,99629,929,996

東京証券取引所
(市場第一部)
大阪証券取引所
(市場第一部)

単元株式数　1,000株

計 29,929,99629,929,996― ―

(注)  発行済株式数には現物出資による発行株式40,000株(2,000千円)が含まれております。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成23年12月31日 ― 29,929,996 ― 3,099,194 ― 1,689,280

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成23年９月30日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

　

① 【発行済株式】

　 　 　 平成23年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 86,000

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

29,583,000
29,583同上

単元未満株式 普通株式 260,996 ― 同上

発行済株式総数 29,929,996― ―

総株主の議決権 ― 29,583 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式658株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成23年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
ダイジェット工業株式会社

大阪市平野区加美東
２丁目１番18号

86,000 ― 86,000 0.28

計 ― 86,000 ― 86,000 0.28

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成23年10月１日

から平成23年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年12月31日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、清友監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,004,181 1,806,299

受取手形及び売掛金 2,432,529 ※１
 2,586,115

商品及び製品 1,421,607 1,475,941

仕掛品 825,151 909,281

原材料及び貯蔵品 651,672 949,451

未収入金 4,007 6,026

その他 83,560 98,231

貸倒引当金 △30,495 △31,383

流動資産合計 7,392,214 7,799,963

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,167,353 1,105,814

機械装置及び運搬具（純額） 1,140,933 1,246,728

土地 1,184,949 1,060,610

リース資産（純額） 302,936 276,009

その他（純額） 57,513 127,826

有形固定資産合計 3,853,687 3,816,989

無形固定資産 29,646 29,940

投資その他の資産

投資有価証券 1,399,743 1,045,245

長期貸付金 2,308 1,313

長期預金 300,000 300,000

差入保証金 75,756 69,316

保険積立金 244,338 254,784

その他 20,459 31,189

貸倒引当金 △29,489 △29,952

投資その他の資産合計 2,013,117 1,671,896

固定資産合計 5,896,451 5,518,827

資産合計 13,288,665 13,318,790
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,108,243 ※１
 1,431,364

短期借入金 2,733,213 2,008,776

未払法人税等 37,528 20,643

賞与引当金 135,383 74,825

未払費用 37,931 68,124

その他 201,099 ※１
 394,981

流動負債合計 4,253,398 3,998,715

固定負債

長期借入金 1,810,124 2,078,265

リース債務 278,302 249,443

資産除去債務 18,360 18,360

長期未払金 391,339 387,903

退職給付引当金 1,139,294 1,175,538

繰延税金負債 221,382 67,259

固定負債合計 3,858,802 3,976,770

負債合計 8,112,200 7,975,485

純資産の部

株主資本

資本金 3,099,194 3,099,194

資本剰余金 3,057,132 1,703,396

利益剰余金 △1,230,089 508,135

自己株式 △20,722 △21,046

株主資本合計 4,905,513 5,289,679

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 322,554 121,459

為替換算調整勘定 △51,602 △67,833

その他の包括利益累計額合計 270,951 53,625

純資産合計 5,176,465 5,343,304

負債純資産合計 13,288,665 13,318,790
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

売上高 6,128,117 6,712,287

売上原価 4,460,669 4,633,898

売上総利益 1,667,447 2,078,389

販売費及び一般管理費 1,545,193 1,618,961

営業利益 122,254 459,427

営業外収益

受取利息 899 1,064

受取配当金 20,978 27,216

助成金収入 14,832 11,067

その他 20,759 14,427

営業外収益合計 57,469 53,775

営業外費用

支払利息 81,708 61,483

為替差損 35,931 40,515

その他 1,266 7,797

営業外費用合計 118,905 109,797

経常利益 60,819 403,405

特別利益

固定資産売却益 3,639 12,039

貸倒引当金戻入額 5 －

その他 － 0

特別利益合計 3,645 12,039

特別損失

固定資産除却損 1,673 11,620

投資有価証券評価損 9,099 458

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 18,945 －

その他 53 －

特別損失合計 29,772 12,079

税金等調整前四半期純利益 34,692 403,365

法人税、住民税及び事業税 17,510 18,876

少数株主損益調整前四半期純利益 17,181 384,489

四半期純利益 17,181 384,489
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 17,181 384,489

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 129,580 △201,095

為替換算調整勘定 △30,533 △16,230

その他の包括利益合計 99,046 △217,326

四半期包括利益 116,228 167,162

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 116,228 167,162

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。　

　

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

該当事項はありません。

　

【会計方針の変更等】

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　

　
当第３四半期連結累計期間

(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

１．税金費用の計算 　当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率

を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算す

る方法を採用しております。ただし、この計算で合理性を欠く場合には、税引

前四半期純利益を調整のうえ、法定実効税率を用いて税金費用を計算してお

ります。

　

【追加情報】

　
当第３四半期連結累計期間

(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しております。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※１  四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満

期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

　

　
前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

受取手形 － 116,612千円

支払手形 － 208,912 〃

設備関係支払手形 － 7,521 〃

　

(四半期連結損益計算書関係)

該当事項はありません。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりでありま

す。

　

　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

減価償却費 375,838千円 369,062千円

　

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

　

当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

平成23年6月29日開催の第85期定時株主総会決議に基づき、今後の財務政策上の柔軟性及び機動性を確

保し、早期に復配できる体制を実現することを目的として、資本準備金を1,353,735千円減少し、その他資

本剰余金に振り替え、振り替え後のその他資本剰余金の全額を取り崩して繰越利益剰余金の欠損填補を

行っております。この結果、当第３四半期連結会計期間末における資本剰余金が1,703,396千円、利益剰余

金が508,135千円となっております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

  前第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)及び当第３四半期連結累計期

間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社及び連結子会社の事業は、主として超硬合金・工具の製造及び製品等の販売を営んでいるものであ

り、報告セグメントとしては当該事業のみを対象とし単一であるため、セグメント情報の記載を省略してお

ります。

　

(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(デリバティブ取引関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及

び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 58銭 12円88銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(千円) 17,181 384,489

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 17,181 384,489

普通株式の期中平均株式数(株) 29,847,808 29,842,829

(注)　前第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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(重要な後発事象)

当第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

○退職給付制度の移行

当社は、退職給付制度として適格退職年金制度を採用しておりましたが、平成24年１月１日に確定給付

企業年金制度及び確定拠出年金制度へ移行いたしました。

　この移行に伴う会計処理については、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適

用指針第１号)を適用する予定であります。

　なお、本制度移行に伴う影響額については現在算定中であります。

　

２ 【その他】

第86期(平成23年４月１日から平成24年３月31日まで)中間配当については、平成23年10月31日開催の取

締役会において、これを行わない旨を決議いたしました。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

ダイジェット工業株式会社(E01488)

四半期報告書

18/19



独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年２月13日

ダイジェット工業株式会社

取締役会  御中

　

清友監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    矢    本    博    三    印

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    和    田    　    司    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているダイ
ジェット工業株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計
期間(平成23年10月１日から平成23年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平
成23年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、
四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ダイジェット工業株式会社及び連結子会社の
平成23年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表
示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
強調事項
「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は平成24年１月１日に適格退職年金制度から確定給付
企業年金制度及び確定拠出年金制度へ移行した。
　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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